
H26.07.15改定 

警報発令時についての連絡事項 

                       岡山県立高梁城南高等学校 教務課 

 

※ 警報が発令されている場合、次のように行動しなさい。 

 

１）「岡山全域」「岡山県北部」「岡山県南部」「高梁地域」「新見地域」 

「倉敷地域(倉敷市・総社市・早島町)」のいずれかに 

  

 

＊警報とは・・・暴風・大雨・洪水・大雪 

 

 

１０時までに解除に               １０時までに解除 

されない場合                  された場合 

 

 

 

１０時以降に解除に                

された場合 

 

 

 

 

 

 

２）警報が午前 6 時現在で、１）以外の地域(岡山地域・東備地域・井笠地域・真庭地域・

津山地域・勝英地域)や市町村 に発令されている時は、その地域やその市町村 の生徒のみ

自宅待機とする。ただし、警報が午前 10 時までに解除された場合は、安全を考慮しながら

ただちに登校するものとする。午前 10 時現在警報が解除されない場合はその地域の生徒は

自宅学習とし、出席扱いとする。 

自 宅 待 機 

臨 時 休 校 安全に留意して登校 

※通常授業の場合(定期考査中は臨時休校) 

 

場合１）8 時までに解除されたら 

２時間目 ９：５５から実施 

場合２）9 時までに解除されたら 

３時間目１０：５５から実施 

場合３）１０時までに解除されたら 

４時間目１１：５５から実施 

（通常授業時間帯） 

担任・教科担当・部活動

顧問の指示があれば、 

安全に留意して学校に

登校してもよろしい。 

６：００に警報が発令されている場合 

「倉敷市」「総社市」

「早島町」のみの 

警報は、２）に該当

します。 


